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12 建設業しんこう　2020 February

働き方改革
関連法案に対応！！
建設業の
労務管理

WORK STYLE REFORM

民間企業に7年勤務後、
2002年櫻井社会保険労務士事務所（現・アスミ
ル社会保険労務士事務所）を設立。

【主なコンサルティング・セミナー内容】
就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサル
ティング、賃金制度コンサルティング、退職金コン
サルティング、働き方改革セミナー、管理職向け労
務管理セミナー、建設業むけ社会保険セミナー、
介護セミナー、WLBセミナー、女性の働き方セミ
ナー、学生むけ働く前に知っておいてほしいこと　等

櫻井 好美

アスミル社会保険
労務士事務所代表

特定社会保険労務士

　時間外労働の上限規制が中小企業は

2020年４月（大企業は2019年４月）

から施行されます。ただし、建設業にお

いては、2024年４月からの施行となり

ます。

　前回、労働時間について解説をしまし

たが、本来、法定労働時間（１日８時間

１週40時間）、法定休日（毎週少なくと

も１日）を超えて働くことはできません。

しかし、法定労働時間を超えて仕事をす

るのであれば、36協定といい、法定労働

時間を超えて働く時間の限度を、使用者

と労働者とで話し合いをし、その時間を

労働基準監督署に届出なくてはなりま

せん。時間外労働の上限は、原則１ケ月

45時間、１年で360時間という決まり

があります。ただし、この原則にも例外が

あり、臨時的に限度時間を超えてしまう

ことが予想される場合には「特別条項付

き」という36協定を提出すると、現実的

には無制限に残業ができてしまうという

のが現状です。この状況を変えていくた

め、臨時的な特別な場合であっても上限

を決めていこうというのが、時間外労働

の上限規制になります（下図：「36協定

とは？」参照）。

（右頁上図：「36協定の３ステップ」参照）

　時間外労働の原則１ケ月45時間・年

間360時間は今までとは変わらず、臨時

的な特別な事情がなければ、これを超

えることはできません。この臨時的な場

合であっても、下記の基準を守る必要が

あります。

　

（右頁下図：「上限規制のイメージ」参照）

　時間外労働の上限は原則45時間、年間

360時間という決まりがありますが、建設

業は、この原則の適用除外業種となってい

ます。そのため、適用除外業種の見直しを

し、一般の業種とあわせていくため、一般

業種よりも５年遅れで施行されます。この

適用除外業種は36協定をださなくていい

というわけではありませんので、現状も36協

定の締結および届出は必要になります。

　６ケ月以下の懲役または30万円以下

の罰金。

　建設業は施行が５年遅れということで、

「まだ大丈夫」と思っている方がいらっしゃ

います。ただ、他の業種は、必死にこの時間

外の削減に取り組んでいます。どの業種も

人材不足で悩んでいる中、求職者の立場

にたてば、残業の多い会社と少ない会社で

はどちらを選ぶでしょうか？現状の人手不

足を解消するためには、労働環境の整備

は必須です。１日も早く取り組みましょう。

労働時間の上限規制とは
いつからスタート？

３６協定の３ステップ

上限規制の内容

建設業が５年遅れのワケ

罰則

第3回

SUBJECT

早めの取り組みを！！

上限規制のイメージ

３６協定とは？

❶ 時間外労働が年720時間以内

❷ 時間外労働と休日労働の
　  合計が月100時間未満

❹ 時間外労働が月45時間を
　  超えるのは年６回が限度

❸ 時間外労働と
　  休日労働の平均が、
　  ２ケ月平均、３ケ月平均、
　  ４ケ月平均、５ケ月平均、
　  ６ケ月平均が
　  すべて80時間以内

時間外労働の上限規制とは？

３６協定の３ステップ

１日８時間　１週40時間

毎週少なくとも１日

法定労働時間

法定休日 届出

が必要

改正前 改正後

大臣告示による上限

上限なし
（年6ケ月まで）

法律による上限
　　　　  （年6ケ月まで）

法律による上限

● 1日8時間
● 週40時間

● 年720時間
● 複数月平均80時間＊

● 月100時間未満＊

＊休日労働を含む

● 月45時間
● 年360時間

行政指導

特別条項

原則
● 月45時間
● 年360時間

1年間=12ケ月 1年間=12ケ月

法定労働時間＋

36協定の締結

これを
超える場合

会社と労働者代表とで36協定を締結

労働者の過半数代表を選ぶ

労働基準監督署へ届出

・時間外労働や休日労働をさせる必要のある
具体的な事由
・業務の種類
・労働者数
・1日及び1日を超える一定期間について、
延長する時間又は労働させる休日
・当協定の有効期間

・労働基準監督へ届出をして、はじめて有効です

・民主的な方法で選びます

・管理監督者はNG

挙手、話し合い、投票
会社の一方的な指名

STEP
1

STEP
2

STEP
3
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産学官民の連携による
震災の教訓の伝承
～動き出した「3.11伝承ロード推進機構」～

一般財団法人3.11伝承ロード推進機構 事務局長　原田 吉信

　一般財団法人3.11伝承ロード推進機構（以下、伝承機構と言う。）

は、産学官民が連携し、東日本大震災の実情や教訓を伝承する組織

として令和元年8月1日に発足しました。本稿では伝承機構の発足の

意義と取り組みについて紹介します　　　　。

　震災伝承の必要性は発災2か月後の「復興構想７原則」（東日本

大震災復興構想会議）でも指摘されていましたが、被災地全体とし

ての取り組みについては平成30年7月に設立された「震災伝承ネッ

トワーク協議会」（東北地方整備局、東北地方の被災４県および仙

台市により構成）が打ち出した「3.11伝承ロード」構想でようやく動

き出しました。震災遺構や伝承施設をネットワーク化する構想で、こ

の具体化に向けて同協議会が設けた「震災伝承検討会」では、産学

官民が連携した推進体制を早急に構築すべきとの提言が翌年３月

にとりまとめられました。

　これらの動きに呼応するように、４月には4学術団体（学都仙台コ

ンソーシアム、東北大学災害科学国際研究所、自然災害研究協議会

東北地区部会、日本自然災害学会）から震災伝承に関する緊急提言

が発表されました 　　　。学の立場から「3.11伝承ロード」を進め

る体制に積極的に参画することを宣言するものでした。続いて5月に

は、東北経済連合会の海輪会長が「第3回わきたつ東北戦略会議」

の冒頭の挨拶の中で、産学官民の連携体制構築へ参画する意思を

表明し、体制づくりが動き出しました。そして8月1日、民間主導によ

る産学官民が連携した「一般財団法人3.11伝承ロード推進機構」

が設立されました  　　 。

　設立式典は仙台市内で約120名が出席し盛大に執り行われま

した　　　　　      。村井宮城県知事の来賓あいさつをはじめ、石

井国土交通大臣（当時）からのメッセージも届き、防災意識社会への

「先進事例」との評価も頂きました　　　。祝賀会には国土交通本省

から五道水管理・国土保全局長にも駆けつけていただき、観光庁の

冨樫観光地域振興課長の参加も含め、国の政策の一翼を担う重要

な任務と身の引き締まる式典となりました。

　被災地には「震災伝承ネットワーク協議会」により登録された震災

伝承施設が約200施設あります。これらの施設を、国内外の多くの

方に巡り学ぶ機会として活用していただくために、伝承機構の活動

を展開していきたいと考えています。当面の活動として、1.情報発

信・広報、2.防災伝承ツアー、3.啓発活動を中心に進める予定

です。

１. 情報発信・広報
　既に機構のHPを開設し、その中で震災伝承施設の紹介と案内を

行っています。また、「3.11伝承ロード」マップを作成し、各種施設

に配布しています　　　 。今後はインバウンド向けの多言語化を行

う予定です。

２. 防災・伝承ツアー
　伝承機構が企画した第1号である「3.11伝承ロード研修会」は、

建設業関係者を対象とした1泊2日のコースで、11月21日と28日

の2回開催しました。バスで主な伝承施設をご案内し、語り部なども

全て手配し、津波に襲われながらも営業再開を果たした名物女将の

「宝来館」に宿泊していただくというお得な限定お試し研修企画で、

特に建設関係の方々に見ていただきたい場所を網羅した特別コー

スとして企画したものです　　　　。

　関東や北陸方面からの参加者も多く、合計70名の参加でツアー

は満席になりました。語り部や案内員の声に熱心に耳を傾け、メモ

をとる参加者もいました。アンケートでは「来て良かった」「過去を見

つめることが未来につながる」「コースや語り部の全てに感動した」

といった声が寄せられ、今後に自信の持てるものとなりました。来年

度は、旅行会社とのタイアップ、既に関係団体から申し込みがある

新採職員向け研修会、行政職員向けの研修会を行いたいと考えて

います。

３. 啓発活動
　防災・減災に関する啓発活動を様々なイベントに合わせ実施して

います。これまでに、世界防災フォーラムの前日祭（11月9日）、東北

地域づくり講演会（12月11日）において実施済みです。今後も、世界

地震工学会議（令和2年9月）等の機会を活用して取り組む予定で

す。また、防災セミナーなどの開催も考えています。その他、震災の記

録・記憶の見える化の一環として、震災時に活動した建設関係団体

の記録、震災時に効果を発揮したインフラ、復旧・復興で整備された

インフラ等について、一般の方にも理解できるようにアーカイブ化を

行いたいと考えています。

　防災力の向上は、住民・行政・企業のそれぞれが「学び」「備える」

ことが重要です。その貴重な教訓が揃っている東日本大震災の被災

地が効率的・効果的に活用されるよう、わかりやすい案内やツアー

の企画等を通じて、全国各地の防災力向上に貢献したいと考えてい

ます。今後ご案内を予定している防災・伝承ツアーへの各位の積極

的なご参加と各方面へのご案内を心よりお願い申し上げます。
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産学官民の連携による
震災の教訓の伝承
～動き出した「3.11伝承ロード推進機構」～

一般財団法人3.11伝承ロード推進機構 事務局長　原田 吉信

　一般財団法人3.11伝承ロード推進機構（以下、伝承機構と言う。）

は、産学官民が連携し、東日本大震災の実情や教訓を伝承する組織

として令和元年8月1日に発足しました。本稿では伝承機構の発足の

意義と取り組みについて紹介します　　　　。

　震災伝承の必要性は発災2か月後の「復興構想７原則」（東日本

大震災復興構想会議）でも指摘されていましたが、被災地全体とし

ての取り組みについては平成30年7月に設立された「震災伝承ネッ

トワーク協議会」（東北地方整備局、東北地方の被災４県および仙

台市により構成）が打ち出した「3.11伝承ロード」構想でようやく動

き出しました。震災遺構や伝承施設をネットワーク化する構想で、こ

の具体化に向けて同協議会が設けた「震災伝承検討会」では、産学

官民が連携した推進体制を早急に構築すべきとの提言が翌年３月

にとりまとめられました。

　これらの動きに呼応するように、４月には4学術団体（学都仙台コ

ンソーシアム、東北大学災害科学国際研究所、自然災害研究協議会

東北地区部会、日本自然災害学会）から震災伝承に関する緊急提言

が発表されました 　　　。学の立場から「3.11伝承ロード」を進め

る体制に積極的に参画することを宣言するものでした。続いて5月に

は、東北経済連合会の海輪会長が「第3回わきたつ東北戦略会議」

の冒頭の挨拶の中で、産学官民の連携体制構築へ参画する意思を

表明し、体制づくりが動き出しました。そして8月1日、民間主導によ

る産学官民が連携した「一般財団法人3.11伝承ロード推進機構」

が設立されました  　　 。

　設立式典は仙台市内で約120名が出席し盛大に執り行われま

した　　　　　      。村井宮城県知事の来賓あいさつをはじめ、石

井国土交通大臣（当時）からのメッセージも届き、防災意識社会への

「先進事例」との評価も頂きました　　　。祝賀会には国土交通本省

から五道水管理・国土保全局長にも駆けつけていただき、観光庁の

冨樫観光地域振興課長の参加も含め、国の政策の一翼を担う重要

な任務と身の引き締まる式典となりました。

　被災地には「震災伝承ネットワーク協議会」により登録された震災

伝承施設が約200施設あります。これらの施設を、国内外の多くの

方に巡り学ぶ機会として活用していただくために、伝承機構の活動

を展開していきたいと考えています。当面の活動として、1.情報発

信・広報、2.防災伝承ツアー、3.啓発活動を中心に進める予定

です。

１. 情報発信・広報
　既に機構のHPを開設し、その中で震災伝承施設の紹介と案内を

行っています。また、「3.11伝承ロード」マップを作成し、各種施設

に配布しています　　　 。今後はインバウンド向けの多言語化を行

う予定です。

２. 防災・伝承ツアー
　伝承機構が企画した第1号である「3.11伝承ロード研修会」は、

建設業関係者を対象とした1泊2日のコースで、11月21日と28日

の2回開催しました。バスで主な伝承施設をご案内し、語り部なども

全て手配し、津波に襲われながらも営業再開を果たした名物女将の

「宝来館」に宿泊していただくというお得な限定お試し研修企画で、

特に建設関係の方々に見ていただきたい場所を網羅した特別コー

スとして企画したものです　　　　。

　関東や北陸方面からの参加者も多く、合計70名の参加でツアー

は満席になりました。語り部や案内員の声に熱心に耳を傾け、メモ

をとる参加者もいました。アンケートでは「来て良かった」「過去を見

つめることが未来につながる」「コースや語り部の全てに感動した」

といった声が寄せられ、今後に自信の持てるものとなりました。来年

度は、旅行会社とのタイアップ、既に関係団体から申し込みがある

新採職員向け研修会、行政職員向けの研修会を行いたいと考えて

います。

３. 啓発活動
　防災・減災に関する啓発活動を様々なイベントに合わせ実施して

います。これまでに、世界防災フォーラムの前日祭（11月9日）、東北

地域づくり講演会（12月11日）において実施済みです。今後も、世界

地震工学会議（令和2年9月）等の機会を活用して取り組む予定で

す。また、防災セミナーなどの開催も考えています。その他、震災の記

録・記憶の見える化の一環として、震災時に活動した建設関係団体

の記録、震災時に効果を発揮したインフラ、復旧・復興で整備された

インフラ等について、一般の方にも理解できるようにアーカイブ化を

行いたいと考えています。

　防災力の向上は、住民・行政・企業のそれぞれが「学び」「備える」

ことが重要です。その貴重な教訓が揃っている東日本大震災の被災

地が効率的・効果的に活用されるよう、わかりやすい案内やツアー

の企画等を通じて、全国各地の防災力向上に貢献したいと考えてい

ます。今後ご案内を予定している防災・伝承ツアーへの各位の積極

的なご参加と各方面へのご案内を心よりお願い申し上げます。
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国際研究所所長（左）と平川新学都仙台コンソーシアム会長（中）

設立式典　次第

石井国土交通大臣（当時）
メッセージ（抄）

3.11伝承ロードマップの表紙

写真-2

写真-2

写真-3

写真-3

図-3

図-3

図-2

図-2

図-1

図-1

図-4

図-4

はじめに

伝承機構設立の経緯と意義

伝承機構の活動

おわりに

産学官民の連携による震災の教訓の伝承

1

2

3

4
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　平成31年4月より建設キャリアアップシステムの本運用がスタートしました。令和元年11月～12月に、宮城県仙台市の2つ
の現場で実際にどの様な運用をしているかを見学するイベントが開催されましたので、その模様をご紹介します。

　この企画は、発注者の三菱地所(株)、パナソニックホームズ(株)、関電不動産
開発(株)、元請け事業者の大成建設(株)、関係専門工事業者の皆様のご協力の
下、行われました。
　現場管理者が実際に建設キャリアアップシステムにログインし、現場の基本
情報、施工体制登録事業者一覧、施工体制登録技能者一覧、就業履歴月別カレン
ダー等の閲覧画面をスクリーンに投影しながら説明があり、参加者からは必要な
技能者・事業者情報や施工体制・作業員名簿の登録をしておけば具体的な画面を
閲覧でき、簡単に内容を確認できる事がわかったとの声がありました。

● 経験と技能を積んでゴールドカードを目指します。（オペレーター）
● カードをタッチするだけで就業履歴を記録できるので、長く働いた人の処遇改善につながればいいですね。（職長）

● 今こそ、技能者の処遇改善に繋がるシステムの普及促進に取り組むべきです。（県建設業協会 会長）
● 協力会社の事業者登録100％などを目指しており、そのバックアップを惜しみません。今後、ゴールドカードの技
能者に対して日額２千円支給していくことも考えており、生産性の向上にも繋がって元請け事業者にもメリット
があると思います。（（株）橋本店 社長）

● 入退場管理や建退共の申請手続が効率的になり、技能者の能力の把握がしやすくなると期待しています。
（（株）太洋工業 社長）

　(一社)宮城県建設業協会主催により、仙台市立小学校校舎の増築工事現場に
おいて開催されました。システムの制度概要や具体的な取組について、元請け
事業者の(株)橋本店と下請け事業者の(株)太洋工業より説明があり、先導的な
取組を目にする貴重な機会となりました。
　発注者の仙台市教育局学校施設課の担当官や東北地方整備局建政部の方々も
参加し、地元建設業界のみならず発注者、行政とが連携して技能者の処遇改善等
に取り組む意気込みを感じました。

令和元年11月8日（金）

令和元年12月5日（木）

泉パークタウンの住宅造成工事現場

仙台市立小学校校舎の増築工事現場

（一社）日本建設業連合会東北支部、国土交通省東北地方整備局

（一社）宮城県建設業協会

建設キャリアアップシステムモデル現場

開催日

開催日

場所

場所

主催

主催

参加者の声

参加者の声

　イベント１

　イベント２
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　本財団では平成27年度より、業務上関係のある建設業団体職員の資質の向上、職員間の交流促進、情報交換や研鑽等を目
的として標記研修会を開催しています。本年度は令和元年12月5日（木）から12月6日（金）の二日間に開催しました。1日目は、
本誌にて平成30年9月から令和元年9月まで働き方改革をテーマに連載いただきました手島伸夫先生、廣津栄三郎先生に【働
き方改革の理論と実践】をテーマにご講義いただき2日目はみなとみらいイノベーションセンター（戸田建設(株)施工）の建設
工事現場の見学を行いました。全国から集まった参加者からは、「建設業での働き方改革について考える良いきっかけになっ
た。協会の業務・活動で活かせる講義内容で、とても勉強になった」(講義)「この様な現場を中学生に絶対みせるべき！建設業に
進む若者が増えるはず！CCUSやAIの導入で今後の現場がどのように変わっていくのか大変興味深い」（現場見学）等の感想
をいただきました。

（一財）建設業振興基金

願書購入（受検申請書）による書面申込、または、インターネット申込

● インターネット申込ができる方は、所定の要件を満たした方のみです
● 前年度学科試験合格者の書面申込は、専用願書（受検申請書）による
申込となります
●  2級試験の書面申込は、申込区分により願書（受検申請書）が3種類に
分かれています（申込区分：“学科のみ試験”、“学科・実地試験”、“実
地のみ試験”）

令和2年度 建築・電気工事施工管理技術検定試験
実施日程について

令和元年度 連携団体職員合同研修会の開催

1 1級建築・電気工事施工管理技術検定試験

2 2級建築・電気工事施工管理技術検定試験
3 申込方法

（1）学科試験

申込受付期間 令和2年1月31日（金）～2月14日（金）

試験日 令和2年6月14日（日）

試験地
10地区
札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・
福岡・沖縄

合格発表日 令和2年7月17日（金）

（1）学科のみ試験（前期）

申込受付期間 令和2年1月31日（金）～2月14日（金）

試験日 令和2年6月14日（日）

試験地

10地区
札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・
福岡・沖縄
※会場確保の都合上、周辺都市で実施する場合があり
ます。

合格発表日 令和2年7月7日（火）

（2）実地試験

申込受付期間 令和2年1月31日（金）～2月14日（金）

試験日 令和2年10月18日（日）

試験地
10地区
札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・
福岡・沖縄

合格発表日 令和3年1月29日（金）

（2）学科のみ試験（後期）

申込受付期間 令和2年7月7日（火）～7月21日（火）

試験日 令和2年11月8日（日）

試験地

21地区（（　）内は学校申込の開催地区）
札幌・（帯広）・青森・（盛岡）・（秋田）・仙台・東京・
新潟・金沢・（長野）・名古屋・大阪・（出雲）・（倉敷）・
広島・高松・（高知）・福岡・（長崎）・鹿児島・沖縄

合格発表日 令和3年1月22日（金）

（3）学科・実地試験および実地のみ試験

申込受付期間

（a） 前年度学科試験合格者
令和2年1月31日（金）～2月14日（金）

（b） 学科・実地試験および実地のみ試験（学科試験免除者）
令和2年6月23日（火）～7月21日（火）

試験日 令和2年11月8日（日）

試験地
13地区
札幌・青森・仙台・東京・新潟・金沢・名古屋・大阪・
広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄

合格発表日 令和3年1月29日（金）

http://www.fcip-shiken.jp/詳細はこちらをご覧ください



金属板を叩く槌の音に混じって、若い職人
の笑い声が響く。ここは大阪府板金会館（東
大阪市）の1階で行われている大阪府板金高
等職業訓練校の授業。その真ん中で指導に当
たるのが森川製作所の代表、森川享英さんだ。

「建築板金」の職人としてのキャリアは20年
以上。1枚の金属板を叩いて、伸ばし、曲げて、
溶接して、雨樋から屋根材、さらには流し台ま
で作ってしまう、まさに「職人技」の持ち主だ。

現在、3代目社長として腕を振るう森川さん
だが、もともとは流通業界への就職を目指し、
ビジネスの専門学校に通っていたそう。そんな
ある日、社長を務めていた父親が突然倒れ、
予期せず会社を継ぐことになった。「お付き合
いのある親方について仕事を教わっていたん
ですが、1年経った頃にその方が交通事故に
遭ってしまいました。さらに自分の会社の職人

さんも辞めてしまったので、そこからは独学で
す」。何もかも手探りの厳しい状況だったが、
他職種の職人さんからの「お前はプロだろ」と
いう叱咤・激励に助けられた、と振り返る。

仕事のこだわりは「手を抜かないこと」。
「作業に取りかかる前に、頭の中で入念に
シミュレーションしています。現場の様子を
想像し、何度も想定作業を繰り返すことで、本番
は迷わずに作業できるんです」。仕事の段取り
を綿密に確認することで、備えが足りない部分
が見えてくる。特に安全については二重・三重
に備えているそう。その丁寧な仕事ぶりが信頼
につながり、一般住宅から工場のような大規
模建造物、テーマパークまで、さまざまな現場
から声がかかるようになった。

2009年には登録建築板金基幹技能者の
認定も取得した。「登録建築板金基幹技能者

になって、現場の調整役となることが増えまし
た。他の業種の職人さんとも積極的にコミュ
ニケーションを取り、皆が円滑に、安全に働け
るよう気を配っています」。

最近は自らの仕事の傍ら、若手職人に建
築板金の基礎を教えたり、技術大会の指導な
どを行っている。「商売って『社会還元』だと
思います。どれだけ社会の役に立てるかが大
事。だからこそ、自分たちの世代は若手に技
術を出し惜しみせずに教えて、その活躍を応
援しないと」。持てるすべてを若手に伝える
ために、教育マニュアルの制作にも取り組む。

「技術を覚えるのに遠回りなんて必要ない。
最短距離で覚えて、早く現場で活躍してほし
いですね」。前向きな明るい笑顔で語る森川
さん。その手が作るのは、単なる部品ではな
い。建築板金の未来だ。
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有限会社 森川製作所

1974年3月生まれ　大阪府出身

金属の板から1点だけの部品を
作り出す「金属加工の匠」
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英さん

登録建築板金基幹技能者

登録基幹技能者 熟達した作業能力と豊富な知識と経験を有し効率的に作業を進めるマネジメント能力を備えた技能者です。
現場では上級職長などとして活躍しています。
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